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令和２年１２月越前町議会定例会議事日程〔第３号〕 

 

令和２年１２月１１日（金） 

 

日程第 １ 議案第６０号 越前町国民健康保険税条例の一部改正につ 

             いて 

 

日程第 ２ 議案第６１号 字の区域の変更について 

 

日程第 ３ 議案第６２号 令和２年度越前町一般会計補正予算（第１ 

             ０号） 

 

日程第 ４ 議案第６３号 令和２年度越前町国民健康保険事業特別会 

             計補正予算（第３号） 

 

日程第 ５ 議案第６４号 令和２年度越前町介護保険事業特別会計補 

             正予算（第３号） 

 

日程第 ６ 議案第６５号 令和２年度越前町後期高齢者医療事業特別 

             会計補正予算（第１号） 

 

日程第 ７ 議案第６６号 令和２年度越前町簡易水道事業特別会計補 

             正予算（第４号） 

 

日程第 ８ 議案第６７号 令和２年度越前町公共下水道事業特別会計 

             補正予算（第３号） 

 

日程第 ９ 議案第６８号 令和２年度越前町上水道事業会計補正予算 

             （第５号） 

 

日程第１０ 議案第６９号 令和２年度越前町国民健康保険病院事業会 

             計補正予算（第１号） 

 

日程第１１ 議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（越 

             前町立あさひ保育所、越前町朝日児童セン 

             ター及び越前町朝日子育て支援センター） 

 

日程第１２ 議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（泰 

             澄の杜） 

 

日程第１３ 議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（オ 

             タイコ・ヒルズ） 

 

日程第１４ 議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（悠 

             久ロマンの杜） 
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日程第１５ 議案第７４号 和解及び損害賠償額の決定について 

 

日程第１６ 各委員会の閉会中の所管（所掌）事務調査の件について 

 

日程第１７ 議員派遣について（追加） 
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開議  午前１０時００分 

 

○議長（木村 繁君） 皆さん、改めまして。おはようございます。 

    ただいまの出席議員数は、１２人です。定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。 

    議事日程については、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１ 議案第６０号 越前町国民健康保険税条例の一部改正 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１ 議案第６０号 越前町国民健康保険税条例の一部改正

についてを議題といたします。 

    これから議案第６０号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６０号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６０号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６０号 越前町国民健康保険税条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。 

 

日程第２ 議案第６１号 字の区域の変更 

 

○議長（木村 繁君） 日程第２ 議案第６１号 字の区域の変更についてを議題といた

します。 

    これから議案第６１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑はないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６１号 字の区域の変更については原案のとおり可決されました。 
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日程第３ 議案第６２号 令和２年度越前町一般会計補正予算（第１０号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第３ 議案第６２号 令和２年度越前町一般会計補正予算

（第１０号）を議題といたします。 

    これから議案第６２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６２号 令和２年度越前町一般会計補正予算（第１０号）は原案

のとおり可決されました。 

 

日程第４ 議案第６３号 令和２年度越前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第４ 議案第６３号 令和２年度越前町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

    これから議案第６３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６３号 令和２年度越前町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第６４号 令和２年度越前町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第５ 議案第６４号 令和２年度越前町介護保険事業特別会
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計補正予算（第３号）を議題といたします。 

    これから議案第６４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６４号 令和２年度越前町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 議案第６５号 令和２年度越前町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第６ 議案第６５号 令和２年度越前町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

    これから議案第６５号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６５号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６５号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６５号 令和２年度越前町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第６６号 令和２年度越前町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第７ 議案第６６号 令和２年度越前町簡易水道事業特別会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

    これから議案第６６号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６６号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６６号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６６号 令和２年度越前町簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第６７号 令和２年度越前町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第８ 議案第６７号 令和２年度越前町公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

    これから議案第６７号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６７号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６７号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６７号 令和２年度越前町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第６８号 令和２年度越前町上水道事業会計補正予算（第５号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第９ 議案第６８号 令和２年度越前町上水道事業会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

    これから議案第６８号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６８号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 
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    これから議案第６８号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案６８号 令和２年度越前町上水道事業会計補正予算（第５号）は原

案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第６９号 令和２年度越前町国民健康保険病院事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１０ 議案第６９号 令和２年度越前町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

    これから議案第６９号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第６９号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第６９号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第６９号 令和２年度越前町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（越前町立あさひ保 

             育所、越前町あさひ保育所、越前町朝日児童センター及び 

             越前町朝日子育てセンター） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１１ 議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（越前町立あさひ保育所、越前町あさひ保育所、越前町朝日児童センター及び

越前町朝日子育てセンター）を議題といたします。 

    これから議案第７０号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第７０号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第７０号を採決します。 
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    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について（越前町立あさひ

保育所、越前町あさひ保育所、越前町朝日児童センター及び越前町朝日子育てセ

ンター）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（泰澄の杜） 

 

○議長（木村 繁君） これから議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について

（泰澄の杜）を議題といたします。 

    これから議案第７１号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第７１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第７１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第７１号 公の施設の指定管理者の指定について（泰澄の杜）は原

案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（オタイコ・ヒルズ） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１３ 議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（オタイコ・ヒルズ）を議題といたします。 

    これから議案第７２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第７２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第７２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（オタイコ・ヒル
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ズ）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（悠久ロマンの杜） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１４ 議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（悠久ロマンの杜）を議題といたします。 

    これから議案第７３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第７３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第７３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（悠久ロマンの杜）

は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第７４号 和解及び損害賠償額の決定について 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１５ 議案第７４号 和解及び損害賠償額の決定について

を議題といたします。 

    これから議案第７４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 質疑がないので、質疑を終わります。 

    これから議案第７４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 討論なしと認めます。 

    これから議案第７４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（木村 繁君） 起立全員です。 

    よって、議案第７４号 和解及び損害賠償額の決定については原案のとおり可決

されました。 

 

日程第１６ 各委員会の閉会中の所管（所掌）事務調査の件について 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１６ 各委員会の閉会中の所管（所掌）事務調査の件につ
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いてを議題といたします。 

    総務文教厚生常任委員長、産業土木常任委員長から所管事務に関する事項につい

て、また、議会運営委員長、議会広報特別委員長、議会活性化特別委員長、原子

力発電安全対策特別委員長から所掌事務に関する事項について、それぞれ会議規

則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申出があります。 

    お諮りします。 

    各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 異議なしと認めます。 

    よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

日程第１７ 議員派遣について（追加） 

 

○議長（木村 繁君） 日程第１７ 議員派遣について（追加）を議題といたします。 

    議員派遣について（追加）は、お手元に配付のとおり、それぞれ議員を派遣する

ものとします。ただし、緊急を要する場合は議長において決定したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木村 繁君） 異議なしと認めます。 

    よって、議員派遣について（追加）は、お手元に配付のとおり決定をいたしまし

た。 

    以上で本日の日程は全て終了をしました。 

    閉会に先立ち、町長の挨拶を許します。 

    町長。 

町長（内藤俊三君）登壇 

○町長（内藤俊三君） 令和２年１２月越前町議会定例会の閉会に当たり、一言お礼のご

挨拶を申し上げます。 

    去る１２月８日の開会以来、４日間にわたり慎重なご審議を賜り、また、全ての

議案につきまして全会一致のご決議をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

    審議の過程を通じまして、議員各位より賜りましたご指摘、あるいはご意見等に

つきましては、これからの町政運営に生かしてまいりたいと存じますので、今後

とも、なお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 

    さて、１０月に完成したこの新しい庁舎も、これまで大きな問題もなく機能し、

町民の皆様にご利用いただいており、喜んでおります。 

    この新庁舎を拠点に、町民の皆様の福祉の向上に努め、さらに飛躍する越前町を

築いていきたいと思っておりますので、今後とも議員各位のご指導、ご鞭撻を賜

りますようお願いを申し上げます。 

    また本定例会は、私にとりましても、議員各位にとりましても任期中、最後の定

例会となりました。 

    開会の挨拶の中でも申し上げましたように、任期中には新庁舎の建設や町が抱え

る重要な課題の解決に向けて、各種施策を推進することができました。 

    これもひとえに議員各位のご理解とご尽力の賜物と、改めて心よりお礼を申し上

げます。 
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    さて、気象庁が先月１１月２５日に発表いたしました北陸地方の１２月から２月

の向こう３か月の予報では、気温、降雪量とも平年並みと発表されました。 

    降雪量が平年並みということは、暖冬が続いた昨年違ってそれなりに雪が降ると

のことですので、除雪体制をしっかりと整え、雪に備えてまいりたいと考えてお

ります。 

    本年も残すところ２０日余りとなり、年の瀬で何かと気ぜわしい日々となります

が、議員各位におかれましては、これまで以上に新型コロナウイルスに対する感

染予防対策にご留意いただき、どうぞお健やかに新年をお迎えになられますよう

ご祈念申し上げまして、令和２年１２月定例会の閉会に当たりましてのお礼のご

挨拶とさせていただきます。 

○議長（木村 繁君） これをもちまして令和２年１２月越前町議会定例会を閉会いたし

ます。 

    ご苦労様でした。 

    なお、直ちに全員協議会室のほうにお集まりください。 

 

閉会 午前１０時２７分 


